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登記情報提供サービスの仕様変更 

変更のポイント 

＊登記情報提供サービスの仕様が変更され、使い勝手が（いちおう）向上する。 

＊当面、利用料金の変更は予定されていない。 

＊今年の一連の変更事項で、実は一番影響が大きいと思われるのはこの変更で

ある。 

＊１ID で複数同時アクセスができなくなる。すなわち、１つの ID で、複数の

パソコンから同時に登記情報提供サービスを利用することができなくなるの

で、操作者が複数いる事務所などでは、複数 ID を取るか、一時利用で対処せ

ざるをえない（決済用のクレジットカードを複数用意する必要はない）。 

＊今回の仕様変更によって、登記情報提供サービスにも申請用総合ソフトの「処

理状況表示画面」もしくは、かんたん証明書請求の「処理状況照会画面」に

似た情報一覧画面（「マイページ」と呼ばれる）が導入される。この画面は、

検索条件の指定画面と切り離され、情報そのものの管理を行うものである。 

＊新システムにおいては、「情報の請求」と「情報の表示/保存」は、手続上、分

けられている。すなわち、新システムにおける「情報の請求」とは、そのと

きの登記情報を、登記情報提供サービスのサーバーに保存してもらう行為を

言う。この情報は３日間は何度でも見たり保存したりできると言われるが、

その意味は、ファイルが３日間サーバーに保存され（課金はこの時点でされ

る）、利用者は、３日以内にこのファイルをダウンロードして自分のパソコン

で閲覧するか、保存するかしなければならず、３日以内にダウンロードをし

ないと「期限切れ」として、情報は消されてしまうということである（この

「３日」は、初日不算入の運用日で計算した３日、つまり、アクセス当日を

含めて４日ということになる）。すなわち、「請求」に応じて課金を負担する

行為は、期限３日の電車の定期券を買う行為に相当し、３日以内に乗るか（し

かも何度でも）乗らないかは利用者の自由だが、全く乗らずに定期券が失効

しても４日目には乗せてもらえないということである。従って、「請求済（請

求に応じて課金を負担したということ）」になったら、忘れないうちに情報を

ダウンロードしておかなければならない。 

＊また、「３日間は何度でも見られる」と言われると、３日間、アクセスした時

の最新情報を得られるかのように思えるが、そうではない。この「３日間」
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とは、請求した時点の情報が登記情報提供サービスのサーバーに保存される

期間なので、３日間、何度でも見られるし、保存もできるが、内容は同じで

ある。 

＊旧システムでも印刷の機能によって情報をPDF化して保存する方法があった

が、新システムでは最初から PDF で保存される。旧システムにおいて印刷の

機能によって情報を PDF 化した場合、登記情報ではその方法で差し支えなか

ったものの、地図情報では直線が点線上になってしまう支障があったが、こ

れが解消するということである。 

登記情報が PDF 化されるということは、記録内容のテキストを抽出すること

ができるということである(法務省提供のサンプルファイルで確認済み。文字

情報だけでなく、罫線まで抽出することができる)。すなわち、ダウンロード

した PDF ファイルから物件情報、登記名義人情報等のテキスト情報をコピー

し、申請用総合ソフトやワープロソフトに貼り付けることができるため、改

めて入力しなおす必要がなくなる。これは朗報と言ってよい。 

＊ひとつの検索条件で、登記情報、地図情報、図面情報などをまとめてダウン

ロードすることができるようになる。 

＊一度使われた検索条件はマイページに、最大４ヶ月「登録」されている（た

だし、200 件まで）ので、再度同じ検索条件を使う場合には、その検索条件を

「再利用」して再請求できるようになる。 

＊この登記情報提供サービスの仕様変更により、少なくとも司法書士業務から

は Java が不要になる。登記・供託オンライン申請システムはすでに平成２４

年１月１０日から追加３手続を加えて全面稼動し、こちらでも Java は必要な

くなるので、新登記情報提供サービスの稼動とともに、晴れて Java をパソコ

ンから追放することができるようになる。ただし、他に Java を利用している

ソフトウェア（たとえば Open Office など）がある場合は、Java を削除して

しまうとそのソフトウェアの動作が不可能になるので、Java を削除する場合

はそういうソフトがないことを確認した上で実行してほしい。 

＊ID、パスワードはとりあえず現行システムのものが使えるが、新システムで

は、パスワードそのものに利用期間の制限がかかる（１つのパスワードで利

用できるのは 90 日間。90 日経過後はそのパスワードでは利用できなくなる）

ので、継続使用するためには、90 日以内に新たなパスワードに変更する必要

がある。しかも、パスワードを変更しても、３つまではサーバーが記憶して

いるということなので、パスワードをローテーションして使うためには、最
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低、４つのパスワードを用意し、90 日ごとに変更する必要があることである。

ローテーションせずに新しいパスワードを使うなら、パスワードの決定方法

や管理方法をきちんと決めておかないと、パスワードを忘れてしまうなどの

支障が生じることにもなるので、注意すること。また、必要とされるパスワ

ードの最低桁数が上がる（従来、６桁以上１４桁以下であったところ、１２

桁以上１４桁以下になる）ため、いままで１１桁以下のパスワードを使って

いた人は、最初の更新時までに１２桁以上のパスワードを用意しておかなな

ければならない。 

＊このシステム変更は、平成２４年２月２０日に一斉に行われ、申請用総合ソ

フトの体験版のようなソフトウェアも体験サイトも用意されないので、平成

２４年２月２０日に大混乱を呼ぶ懸念は拭い去れない。いまや、司法書士・

土地家屋調査士でオンライン申請を利用していない者は多々いても、登記情

報提供サービスを利用していない者はほとんどいないものと思われ、しかも、

登記情報提供サービスはわれわれ司法書士だけでなく、全国の金融機関や不

動産会社が直接・多数利用しているので、こちらの混乱はちょっと大きなも

のになるのではないかと予想される。当日は、ヘルプデスクなどが接続不能

状態になる事態は容易に想像できるので、十分に覚悟しておくべきである。 
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新登記情報提供サービスの利用方法 

 以下では、できる限り時系列で登場する画面を引用し、画面ごとに説明を加

える。 

01：ログイン画面 画面の体裁は違うが、ここで ID とパスワードを入力するの

は従来と同じ。ただし、パスワードは１２桁以上１４桁以内に変更される（旧

システムからのユーザーは、最初のパスワード変更までは従来どおりのパスワ

ードをそのまま使うことができる）。また、パスワードに有効期限が設けられ、

１つのパスワードは 90 日を越えて使うことはできないこととされるので、少

なくとも、90 日毎にパスワードを変更する必要があることになる。 
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02：「請求情報受付メニュー」 ここから「マイページ」、「不動産請求」、「商業・

法人請求」、「動産・債権（概要ファイル）請求」、「利用者情報請求」の中から

利用したいメニューを選択する。なお、画面下の「□」をチェックしてからメ

ニューを選択すると、以後、ログイン時にはそのメニューが選択された状態で

画面が表示される。 

 

03：「不動産請求」の請求事項入力画面のトップ画面 情報の指定方法は従来と

同様。原則として、都道府県－市区町村－町/大字－丁目/字の順にメニューか

ら選択し、地番/家屋番号は直接入力する。この画面では、プルダウンメニュ

ーから都道府県を選択する。「□直接入力」をチェックすると所在を直接入力

することができる（後記 09 参照） 
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04：市区町村選択画面 

 

05：町/大字選択画面 
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06：丁目/小字を選択 

 

07：地番/家屋番号入力画面 「地番/家屋番号一覧」窓に直接入力する。なお、

「，」で区切れば、１０個までの物件を一括して指定することができる。 
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08：該当物件の特定を終了した状態 あとは、「請求内容の選択」として、「請求

事項の種類」と目録請求の有無及び内容を指定する。「請求事項の種類」では、

登記情報のほか、地図情報、図面情報の請求も一度に指定することができるよ

うになった。目録の指定も、従来は全部（抹消済みも含めて）について請求す

るかしないかだけであったが、現在事項に限るか、抹消済みも含めて全部請求

するか、請求しないかの３つの選択肢になった。画面下の「確定」ボタンをク

リックすると、請求内容の確認画面（後記 10）に移行する。 

 

09：所在情報の直接入力画面 画面中央の「□直接入力」をチェックすると、右

側に入力窓ができるので、ここに所在（都道府県名および地番/家屋番号は除

く）を直接入力することができる。ただし、所在中に外字が含まれる場合はこ

の方法は使えない。 
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10：請求内容の確認画面 請求物件及び内容（請求する情報の種類）を確認して

「マイページに登録」または「請求」のボタンをクリックする。「マイページ

に登録」をクリックすると請求を実行しないで情報がマイページに登録され、

「請求」をクリックすると 19、20 の画面を経て、請求を実行した上でマイペ

ージに登録される。新システムにおける「請求の実行」とは、その時点の請求

情報をサーバーに登録させることをいい、課金はこの時点でされる。しかし、

これだけでは請求した情報の内容は表示されず、内容を表示するためには、サ

ーバーに登録された PDF ファイルをダウンロード（３日以内）し、表示また

は自分のパソコンに保存し、これを開かなければならない。 
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11：10 で「マイページに登録」をクリックし、情報が登録されたマイページ。

10 で表示されていた情報が登録されている（未請求と表示された２件）。10
で、「請求」のボタンをクリックしていた場合、下記で「未請求」と表示され

ている２件が「請求済」と表示されるはずである。 

 

12：新機能「土地からの建物検索指定」 この機能は、土地の地番からその地番

と所在を同じくする建物の情報を検索するものである。この機能を利用する場

合は、「請求方法」から「○土地からの建物検索指定」をチェックし、中央付

近の 土地からの建物検索 ボタンをクリックする。同一地番でたくさんの建

物の登記がある場合の利用（マンションなど）を想定したものであろう。 
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13：メニューからの選択もしくは直接入力により、土地の地番を確定したら 建

物検索 ボタンをクリックする。 

 

14：すると、条件に合う建物が検索され、結果が表示される。利用者は、この中

から「選択」欄の「□」をチェックし、「確定」ボタンをクリックする。 
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15：これで、検索指定画面に戻るので、請求内容（情報の内容、目録の有無など）

を指定して、「確定」ボタンをクリックすると「不動産一覧」画面に移行し、

検索結果が表示される。 

 

16：「不動産一覧」画面。検索結果が表示されている。「マイページに登録」また

は「請求」のボタンをクリックする。ボタンの意味は 10 と同じ。 
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17：目的とする検索が終わった「マイページ」。10 または 16 で「請求」ボタン

をクリックした場合を除いて、この段階ではまだ「未請求」である。ここで、

一番左の欄の「□」をチェックして「請求」ボタンをクリックすると請求が実

行され、「請求済」（ただし、「期限徒過」でないもの）と表示されているもの

をチェックして「表示・保存」ボタンをクリックすると、情報のダウンロード

画面に移行する。 

 

18：請求すべき情報をチェックした状態。これで「請求」ボタンをクリック。 
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19：請求事項確認画面。請求対象となった物件・会社法人名及び請求の内容が表

示されるので、確認してもういちど「請求」ボタンをクリック。 

 

20：課金額の確認が表示され、 OK ボタンをクリックす

ると請求が実行される。  
 

21：これで、請求が実行され、「ステータス」欄が「請求済」に変わる。これだ

けでは情報は表示されず、パソコンにも保存されていない。情報をダウンロー

ドするには、左の□をチェックした状態で「表示・保存」ボタンをクリックす

る。 
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22：すると、ファイルの処理方法（「開く」か「保存」か）の指定を求めてくる。

ダウンロード対象が１件だけであれば、 開く(O) をクリックすれば Adobe 
Reader などでファイルが開き、 保存(S) をクリックすればファイル名と保

存場所の指定を求める画面に移行する（ただし、 開く(O)  をクリックして

ファイルを開いた場合は、（３日以内なら再ダウンロードは可能であるが、）ま

だ保存はされていないので、Adobe Reader などから保存の処理をしておくべ

きであろう）。ダウンロード対象が複数の場合は ZIP フォルダでダウンロード

されるので、 保存(S) をクリックする。 

 

 

23：ダウンロードの実行画面 この画

面で、 ファイルを開く(O) ボタ

ンをクリックすると、PDF ファイ

ル若しくは PDF ファイルが格納さ

れたフォルダが開く。フォルダの場

合、 24 の画面が表示される。

  
 



16 

24：ダウンロードされた圧縮フォルダを開いた画面 この中から表示させたいフ

ァイルをマウスでダブルクリックするとAdobe Readerなどで内容が表示され

る。 

 

25：情報表示画面（不動産） 印刷したい場合は Adobe Reader など、PDF ブ

ラウザの機能から印刷する。 
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26：会社・法人の場合の検索画面 指定方法は従来とほぼ同じ（所在を直接入力

できるようになったところが変更点）。前方一致検索も同じ 

 

27：「都道府県」を選択した状態 以後、市区町村を選択することも同じ。「□直

接入力」をチェックしておくと入力欄が現われるので、市区町村名を入力する

（外字を含む地名の直接入力はできない）。 
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28：前方一致指定の検索結果の表示画面 この中から、取得したい会社・法人を

選択して「マイページへ登録」または「請求」ボタンをクリック 

 

29：登録されたマイページ これ以降は 17 以降と同じ。 
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30：利用者情報変更のトップメニュー ここから利用者情報の変更（パスワード

の変更を含む）や決済に使うクレジットカードの指定を変更することができ

る。 

 

31：カード情報変更画面 ここから決済に使うクレジットカードを変更できる。 
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32：環境設定のトップメニュー ここから、各情報の検索画面の初期設定値を設

定できる。 

 

33：不動産情報を請求する時の初期値を設定する画面 
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34：商業・法人情報を請求する時の初期値を設定する画面 
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35：マイページの検索画面 マイページで「表示条件の詳細設定」ボタンをクリ

ックするとここに移行する。ここでいろいろな条件を指定すれば、登録されて

いるマイページのデータの中から条件に合ったデータを絞り込むことができ

る。 

 

36：利用を終了したい時 画面右上の「ログアウト」ボタンをクリックする。 
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37：ログアウト画面 これで利用終了。 

 

38：利用明細 マイページ（11、17、18、21、29 など参照）から、月別明細、

当日明細をクリックすれば表示できる。 

 

39：領収書 クレジ

ットカード決済の

利用者は、利用明

細画面から領収書

を出力できる。 
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† 
 
最後に、現在までに公開されている情報の所在について記しておくので、各

自資料を集めて確認して欲しい。 
 
「登記情報提供システムの更新について」 

http://www.moj.go.jp/content/000080179.pdf 
 
「新登記情報提供システムの操作方法について」 

http://www.moj.go.jp/content/000079957.pdf 

http://www.moj.go.jp/content/000080179.pdf
http://www.moj.go.jp/content/000079957.pdf

